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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリンタ本体部と、
　蓋本体部と、ブロック部と、前記ブロック部を前記蓋本体部に対して回転可能に接続す
る第１の回転軸と、を有する蓋部と、
　前記プリンタ本体部及び前記ブロック部の一方に取り付けられたサーマルヘッドと、
　前記プリンタ本体部及び前記ブロック部の他方に取り付けられたプラテンローラと、
　前記蓋部を前記プリンタ本体部に対して回転可能に接続する第２の回転軸と、
　を備え、
　前記第１の回転軸は、前記サーマルヘッドの長手方向に平行であり、
　前記第２の回転軸は、前記第１の回転軸と直交するものであることを特徴とするプリン
タ装置。
【請求項２】
　前記プリンタ本体部及び前記蓋部の側面の、前記第２の回転軸が設けられた側とは他方
の側に設けられたロック部により、前記プリンタ本体部と前記蓋部とが固定されるもので
あることを特徴とする請求項１に記載のプリンタ装置。
【請求項３】
　前記蓋部を開く際には、前記ブロック部を前記第１の回転軸を中心に前記サーマルヘッ
ドと前記プラテンローラとが離れる方向に回転させ、前記蓋部を前記第２の回転軸を中心
に前記蓋部が開く方向に回転させることを特徴とする請求項１または２に記載のプリンタ
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装置。
【請求項４】
　前記第１の回転軸を中心に前記ブロック部を前記蓋本体部に対して回転させることによ
り、前記サーマルヘッドと前記プラテンローラとが接触している状態から、前記サーマル
ヘッドと前記プラテンローラとが離れている状態になることを特徴とする請求項１から３
のいずれかに記載のプリンタ装置。
【請求項５】
　プリンタ本体と、
　蓋本体と、前記蓋本体に対して第１の回転軸を中心に回転可能に接続するブロック部と
、を有する蓋と、
　前記プリンタ本体及び前記ブロック部の一方に取り付けられたサーマルヘッドと、
　前記プリンタ本体及び前記ブロック部の他方に取り付けられたプラテンローラと、
　前記蓋を第２の回転軸を中心に前記プリンタ本体に対して回転可能に接続する接続部と
、
　を備え、
　前記第１の回転軸は、前記サーマルヘッドの長手方向に平行であり、
　前記第２の回転軸は、前記第１の回転軸と直交するものであることを特徴とするプリン
タ装置。
【請求項６】
　プラテンローラが取り付けられる本体と、
　前記本体に対して第２の回転軸を中心に回転可能に取り付けられる蓋本体と、前記プラ
テンローラに向かい合う位置に印字ヘッドが設けられ、第１の回転軸を中心に回転可能に
前記蓋本体に取り付けられるブロック部とを有する蓋と、
　を有し、
　前記第１の回転軸は、前記印字ヘッドの長手方向に平行であり、
　前記第２の回転軸は、前記第１の回転軸に対して直交することを特徴とするプリンタ装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリンタ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　レシート等を発行するプリンタ装置は、商店等のレジスタ、銀行等におけるＡＴＭ（Au
tomated Teller Machine）やＣＤ（Cash dispenser）等の用途に幅広く用いられている。
このようなレシート等を発行するプリンタは、記録紙となる感熱紙がロール状に巻かれて
おり、記録紙を搬送しながらサーマルヘッド等により記録紙に印字等を行ない、所定の長
さまで記録紙を搬送した後、カッターで所定の長さで記録紙を切断するものである。
【０００３】
　このようなプリンタ装置は、プリンタ本体部と、プリンタ本体部に接続された蓋部等を
有しており、例えば、プリンタ本体部に、サーマルヘッドまたはプラテンローラの一方が
取り付けられており、蓋部等には、サーマルヘッドまたはプラテンローラの他方が取り付
けられている。この構造のプリンタ装置において、記録紙を設置する際には、プリンタ本
体部と蓋部等との間を開き、開いた空間より記録紙を挿入することにより記録紙を設置す
る。
【０００４】
　このようなプリンタ装置について、図１に基づきより詳細に説明する。図１に示される
プリンタ装置は、プリンタ本体部９１０と蓋部に相当するヘッドユニット９２０とを有し
ており、プリンタ本体部９１０とヘッドユニット９２０とが、プリンタ本体部９１０及び
ヘッドユニット９２０の双方の側面近傍に設けられた２つのアーム９３０により接続され
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ている。このプリンタ装置には、プリンタ本体部９１０にプラテンローラ９１１が設置さ
れており、ヘッドユニット９２０には不図示のサーマルヘッドが設置されている。
【０００５】
　このプリンタ装置において記録紙を設置する際には、図１（ａ）に示されるように、サ
ーマルヘッドにより記録紙に印字が可能な状態、即ち、プリンタ本体部９１０と蓋部９２
０とが直接接続されて一体となっている状態から、図１（ｂ）に示されるように、プリン
タ本体部９１０からヘッドユニット９２０を上に持ち上げ、プリンタ本体部９１０とヘッ
ドユニット９２０とが離れた状態にする。このように、プリンタ本体部９１０とヘッドユ
ニット９２０とが離れることにより、プリンタ本体部９１０とヘッドユニット９２０との
間に空間９４０が生じ、このように生じた空間９４０に、矢印１Ａに示されるように不図
示の記録紙を通すことにより、プリンタ装置に記録紙が設置される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－１２９５７１号公報
【特許文献２】特開平１１－１５７１０７号公報
【特許文献３】特開２００１－１５８５４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、図１に示される構造のプリンタ装置では、プリンタ本体部９１０からヘッド
ユニット９２０が持ち上げられ、これによりプリンタ本体部９１０とヘッドユニット９２
０との間に生じた空間９４０に、記録紙を通すことにより記録紙が設置される。従って、
ヘッドユニット９２０等が記録紙を通す際に作業の邪魔となり、プリンタ装置に記録紙を
設置するための時間や手間を要していた。尚、プリンタ本体部９１０からヘッドユニット
９２０をより高く持ち上げ、空間９４０を広くすることにより、作業の時間を短縮するこ
と等は可能ではあるが、この場合には、アーム９３０が大型のものが必要となるため、小
型化には不向きであり、また、強度等の点においても問題となる。
【０００８】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、小型であって記録紙が設置しやすい構造
のプリンタ装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明における一観点によれば、プリンタ本体部と、蓋本体部と、ブロック部と、前記
ブロック部を前記蓋本体部に対して回転可能に接続する第１の回転軸と、を有する蓋部と
、前記プリンタ本体部及び前記ブロック部の一方に取り付けられたサーマルヘッドと、前
記プリンタ本体部及び前記ブロック部の他方に取り付けられたプラテンローラと、前記蓋
部を前記プリンタ本体部に対して回転可能に接続する第２の回転軸と、を備え、前記第１
の回転軸は、前記サーマルヘッドの長手方向に平行であり、前記第２の回転軸は、前記第
１の回転軸と直交するものであることを特徴とする。

【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、小型であって記録紙が設置しやすい構造のプリンタ装置を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】従来のプリンタ装置の説明図
【図２】本実施の形態におけるプリンタ装置において蓋部が閉じられた状態の斜視図
【図３】本実施の形態におけるプリンタ装置において蓋部が閉じられた状態の断面図
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【図４】第１の回転軸部の説明図
【図５】第２の回転軸部の説明図
【図６】本実施の形態におけるプリンタ装置において蓋部を開く際の説明図
【図７】本実施の形態におけるプリンタ装置において蓋部が開いた状態の斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明を実施するための形態について、以下に説明する。尚、同じ部材等については、
同一の符号を付して説明を省略する。
【００１３】
　本実施の形態におけるプリンタ装置について、図２及び図３に基づき説明する。本実施
の形態におけるプリンタ装置は、プリンタ本体部１０と蓋部２０とを有しており、蓋部２
０は、蓋本体部２１とヘッドブロック３０とを有している。尚、本願においては、ヘッド
ブロック３０をブロック部と記載する場合がある。
【００１４】
　プリンタ本体部１０と蓋部２０とは、プリンタ本体部１０及び蓋部２０の側面の一方の
側に設けられた接続部４０において接続されており、プリンタ本体部１０及び蓋部２０の
側面の他方の側には、プリンタ本体部１０と蓋部２０とを固定するためのロック部４１が
設けられている。本実施の形態におけるプリンタ装置には、図３に示されるように、ヘッ
ドブロック３０にサーマルヘッド３１が取り付けられており、プリンタ本体部１０にプラ
テンローラ１１が取り付けられている。また、記録紙１００は、矢印２Ａから矢印２Ｂに
示す方向に送られる。尚、本実施の形態においては、プラテンローラ１１及びサーマルヘ
ッド３１に沿った方向、即ち、プラテンローラ１１及びサーマルヘッド３１の長手方向を
Ｘ軸方向とする。
【００１５】
　図２及び図３は、本実施の形態におけるプリンタ装置において、蓋部２０が閉じられて
いる状態、即ち、プリンタ本体部１０とヘッドブロック３０とが直接接続されて一体とな
っており、サーマルヘッド３１により記録紙１００に印字可能な状態を示している。図２
（ａ）は、この状態における本実施の形態におけるプリンタ装置の正面方向からみた斜視
図であり、図２（ｂ）は、プリンタ装置の背面方向からみた斜視図である。また、図３は
、この状態における本実施の形態におけるプリンタ装置の断面図である。
【００１６】
　図４に示されるように、ヘッドブロック３０と蓋本体部２１における蓋部内部部材２１
ａとは、ヘッドブロック３０が第１の回転軸部５１において第１の回転軸を中心に回転可
能な状態で接続されている。尚、本実施の形態においては、第１の回転軸はＸ軸であるも
のとする。また、図４は、説明の便宜上、蓋本体部２１におけるカバー等が取り除かれて
いる状態を示している。
【００１７】
　また、図５に示されるように、プリンタ本体部１０と蓋部２０とは、蓋部２０が第２の
回転軸部５２において第２の回転軸を中心に回転可能な状態で接続されている。尚、本実
施の形態においては、第２の回転軸はＹ軸であるものとする。また、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸は
相互に直交するものとする。
【００１８】
　次に、図６及び図７に基づき、本実施の形態におけるプリンタ装置において、蓋部２０
を開く操作について説明する。
【００１９】
　最初に、図２及び図３に示される閉じられた状態から、図６に示されるように、ヘッド
レバー４２を矢印６Ａに示す方向に動かすことにより、ヘッドブロック３０を第１の回転
軸部５１においてＸ軸を中心に回転させて、上方向となる＋Ｚ軸方向に持ち上げる。この
方向は、プラテンローラ１１とサーマルヘッド３１とが離れる方向であり、これにより、
接触していたプラテンローラ１１とサーマルヘッド３１とが離れる。尚、図６（ａ）は、
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この状態の斜視図であり、図６（ｂ）は、この状態において、蓋本体部２１におけるカバ
ー等が取り除かれている状態を示す斜視図である。
【００２０】
　次に、プリンタ本体部１０と蓋部２０とをプリンタ本体部１０及び蓋部２０の側面の他
方の側に設けられているプリンタ本体部１０と蓋部２０とを固定しているロック部４１に
おけるロックを外し、ロック部４１が設けられている蓋部２０の側面の他方の側が上にな
るように、＋Ｚ軸方向に持ち上げる。これにより、図７に示されるように、蓋部２０は、
プリンタ本体部１０及び蓋部２０の側面の一方の側の近傍に設けられた第２の回転軸部５
２においてＹ軸を中心に回転し、蓋部２０の側面の他方の側が上になるように蓋部２０が
開かれる。尚、図７は、本実施の形態におけるプリンタ装置において、蓋部２０が開いて
いる状態、即ち、記録紙を設置することが可能な状態を示している。図７（ａ）は、この
状態における本実施の形態におけるプリンタ装置の正面方向からの斜視図であり、図７（
ｂ）は、プリンタ装置の背面方向からの斜視図である。
【００２１】
　本実施の形態におけるプリンタ装置では、図７に示されるように蓋部２０が開いている
状態では、プリンタ本体部１０におけるプラテンローラ１１が取り付けられている側の直
上には、蓋部２０が存在していない。従って、記録紙の設置を容易に行うことができる。
特に、蓋部２０にサーマルヘッド３１が取り付けられているヘッドブロック３０を有して
いる場合においては、サーマルヘッド３１は、プラテンローラ１１に比べて大きいため、
ヘッドブロック３０が大きくなることから、記録紙を取り付ける際に邪魔になりやすい。
しかしながら、本実施の形態におけるプリンタ装置においては、第１の回転軸部５１にお
いて第１の回転軸を中心にヘッドブロック３０を回転させ、更に、第２の回転軸部５２に
おいて第２の回転軸を中心に蓋部２０を回転させる構造のものであるため、プリンタ本体
部１０におけるプラテンローラ１１が取り付けられている側の直上には、ヘッドブロック
３０が存在していない状態となる。これにより、プリンタ装置への記録紙の設置を容易に
行うことができる。
【００２２】
　尚、本実施の形態におけるプリンタ装置は、蓋部２０にプラテンローラ１１が取り付け
られており、プリンタ本体部１０にサーマルヘッド３１が取り付けられている構造のプリ
ンタ装置にも適用することが可能である。この場合、蓋部２０には、ヘッドブロック３０
に代えて、プラテンローラ１１が取り付けられているブロック部が接続される。
【００２３】
　このように、本実施の形態におけるプリンタ装置においては、図７に示される状態にし
た後、不図示の記録紙を設置する。この後、蓋部２０の側面の一方の側の近傍に設けられ
た第２の回転軸部５２を中心に蓋部２０を閉じる回転させ、プリンタ本体部１０と蓋部２
０とを接触させた後、プリンタ本体部１０及び蓋部２０の側面の他方の側に設けられてい
るロック部４１により固定する。この後、ヘッドブロック３０を第１の回転軸部５１を中
心に－Ｚ方向に回転させることにより、記録紙を介しサーマルヘッド３１とプラテンロー
ラ１１とを接触させる。これにより、本実施の形態におけるプリンタ装置に、記録紙が設
置される。
【００２４】
　尚、本実施の形態とは異なり、例えば、第２の回転軸部５２を中心に蓋部２０を回転さ
せるだけで、記録紙を介しプラテンローラ１１とサーマルヘッド３１を接触させる構造の
プリンタ装置においては、サーマルヘッド３１及びプラテンローラ１１における端部の一
方の側と他方の側とにおいて、サーマルヘッド３１とプラテンローラ１１とが接触する際
の圧力に違いが生じる場合がある。この場合に、サーマルヘッド３１により記録紙に印字
を行う際に、記録紙の一方の側と他方の側で印字の品位等が不均一になる。例えば、記録
紙の一方の側または他方の側において、文字がかすれてしまう場合等がある。
【００２５】
　しかしながら、本実施の形態におけるプリンタ装置においては、第２の回転軸部５２を
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させる構造のものであるため、サーマルヘッド３１及びプラテンローラ１１における一方
の側と他方の側において、サーマルヘッド３１とプラテンローラ１１とが接触する際の圧
力を均一にすることができる。これによりサーマルヘッド３１による記録紙への印字を均
一に行うことができ、サーマルヘッド３１による記録紙への印字の品位の低下を防ぐこと
ができる。
【００２６】
　以上、本発明の実施に係る形態について説明したが、上記内容は、発明の内容を限定す
るものではない。
【符号の説明】
【００２７】
１０　　　　プリンタ本体部
１１　　　　プラテンローラ
２０　　　　蓋部
２１　　　　蓋本体部
２１ａ　　　蓋部内部部材
３０　　　　ヘッドブロック
３１　　　　サーマルヘッド
４０　　　　接続部
４１　　　　ロック部
４２　　　　ヘッドレバー
５１　　　　第１の回転軸部
５２　　　　第２の回転軸部
１００　　　記録紙

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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